
令和７年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 町は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）第２条第１項の規定による空家等に位置付けられた空家等及び今

後空家になる見込みのある建物の所有者等が、家財道具等の処分に要する経費に対し、

令和７年度の予算の範囲内において、大鰐町空家等家財道具等処分費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、大鰐町補助金等の交付

に関する規則（昭和４９年大鰐町規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 
（補助対象建築物） 

第２条 補助金の交付の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次

に掲げる要件を全て満たすものとする。 
（１）大鰐町に存在しており個人の所有するもの 
（２）弘前圏域空き家・空き地バンクにすでに登録されているもの 
（３）令和８年３月３１日までに完了したもの 
（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象建 
築物の登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産税台帳）に所有者として記録され 
ている者及びその相続人とする。ただし、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止 
等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 
及び暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定 
する暴力団員をいう。）は除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合又は、複数人 
の相続人で、当該共有者又は相続人全員から補助対象建築物の家財処分等についての 
同意が得られない者は、補助対象者としない。ただし、当該補助金の申請をしようと 
する者が、紛争等が生じた場合の誓約書（様式第１号）の提出ができる者であるとき 
は、この限りでない。 
（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象者が発注する補助対象建築物の家財道具等の処分に要する経費であって、次に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 
（１）全ての家財道具等の収集、運搬及び処分に要する経費 
（２）敷地内の樹木の伐採、草刈等に要する経費 
（３）その他町長が必要と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象としな 



い。 
 （１） 補助金交付申請時までにおいて納付すべき町県民税、固定資産税、軽自動車

税及び国民健康保険税を滞納している者が行うもの 
（２） 補助金の交付の決定前に着手したもの 
（３） 本事業と併せて他の制度等で補助金の交付を受けようとするもの 
（４）補助金交付後、土地を申請者等の３親等以内の親族に貸し出す又は売買するもの 
（５）申請者の３親等以内の親族が経営する業者が工事を行うもの 
（６） 本年度以前に該当空家に関し補助を受けたことがあるもの 
（７） その他町長が不適当と認めるもの 
（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内の額（１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とし、３０万円を上限とする。 
（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和７年度

大鰐町空家等家財道具等処分費補助金交付申請書（様式第２号）を、町長に提出しな

ければならない。 
２ 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 
（１） 所有者が複数人の場合は、他の所有者の同意書（様式第３号） 
（２） 相続人が複数人の場合は、他の相続人の同意書（様式第３号） 
（３） 所有者又は相続人以外の者による申請の場合は、所有者又は相続人の同意書 

（様式第３号） 
（４） 第１号から前号までに規定する同意書を添付する場合は、当該同意をした 
  者の印鑑証明書 
（５） 計画書（様式第４号） 
（６） 見積書（原則として内訳明細のついたもの） 
（７） 登記事項証明書（土地及び建物） 
（８） 位置図 
（９） 家財道具等の設置場所の写真 
（１０） その他町長が必要と認めるもの 
 （交付決定等） 
第７条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、

補助金を交付すべきと認めたときは、令和７年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助

金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 
２ 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、令和７年度大鰐町空家等

家財道具等処分費補助金不交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するも

のとする。 



（申請内容の変更） 
第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）が申請の内容を

変更するときは、あらかじめ令和７年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金交付変

更申請書（様式第７号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 
２ 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認

の可否を決定し、令和７年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金交付変更決定通知

書（様式第８号）により補助対象者に通知するものとする。 
（交付申請の取下げ） 

第９条 補助対象者は、交付申請を取下げするときは、令和７年度大鰐町空家等家財道

具等処分費補助金交付申請取下書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 
（交付決定の取消し） 

第１０条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 
（１）補助対象者が前条の規定による取下書を提出したとき。 
（２）第６条の規定による交付申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 
（３）前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 
２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、令和７年度大鰐町

空家等家財道具等処分費補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により補助対象

者に通知するものとする。 
 （補助金の返還） 
第１１条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に

補助金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。 
（事業の完了報告） 

第１２条 補助対象者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日以内に

令和７年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金事業完了報告書（様式第１１号）に

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 
（１）領収書の写し 
（２）家財道具等の処分箇所の写真（家財処分等実施後） 
（３）その他町長が特に必要と認めるもの 
２ 規則第１２条の規定による実績報告書の提出は、完了報告書（様式第１２号）をも

ってこれに代えるものとする。 
（補助金の額の確定） 

第１３条 町長は、前条の規定による事業完了報告書を受理したときは、内容の審査を

行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、令和７年度大鰐町空家等家財道具

等処分費補助金交付額確定通知書（様式第１３号）により補助対象者に通知するもの

とする。 



（請求及び交付） 
第１４条 補助対象者が補助金の交付の請求をするときは、前条の規定による通知書を

受領後、速やかに、令和７年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金請求書（様式第

１４号）を町長に提出するものとする。 
２ 町長は、前項の請求があったときは、３０日以内に補助金を交付するものとする。 
 （疑義のある事項の決定） 
第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを決定する。 

附 則 
この要綱は、令和７年６月２日から施行する。 

 
 
 
 
 

 


